
【 助成対象者 】
環境美化活動を実践するNPO、ボランティア及び自治会や子ども会など

の団体並びに海と渚環境美化協会の会員団体

【 助成対象事例 】

・海岸等の清掃を行うための道具(軍手､トング､スコップなど)の購入費

・活動中の水分補給のための飲み物代(お茶､水､スポーツドリンクなど)

・活動中の事故に備えて加入する保険料

・活動のため集団で移動する際の車両借り上げ費

・実績報告用の写真代

・ゴミ処理費 (基本的にゴミ回収･処理は､市町または管理者である行政機関に依頼して下さい)

【 助成金額 】
上限２０万円 / １申請 （期間中､何度でも申請できます！）

【 いつからいつまでの活動が助成対象になるの？ 】
令和５年４月１日から10月30日までに実施した美化活動が対象になります

※ 申請受付期限は12月28日必着です

【 申請手続きの流れ 】

① 申請書の提出 事業実施前に事務局に助成申請書を提出

② 審査と決定 事務局で申請書を審査し､申請者に助成の決定を通知

③ 実績報告 事業終了後､必要書類を添付して事務局に報告書を提出

④ 助成金の支払い 事務局で報告書を審査し､助成金を支払い
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問合せ
申請先

山形県海と渚環境美化推進協会（事務局：庄内総合支庁水産振興課）
住所：〒 998-0838 酒田市山居町２丁目14－23
電話：０２３４－２４－６１６１ FAX：０２３４－２４－６１６４


